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緊急の事件・事故は迷わずに１１０番緊急ダイヤルへ。 

令和６年の全１１０番通報の約３割は緊急を要しない通報で    

した。 

電話番号案内や相談・問合せなどの電話により、本来の緊急   

を要する事件・事故の受付ができなくなることがあります。本  

当に必要な人のために、みんなで正しく使い分けましょう。  

真に必要な事件・事故の１１０番通報が受理できなくなるな 

ど、業務の妨害になります。悪質ないたずらは、検挙されるこ 

とがあります。 

 

夜間の事故に注意！！ 

 
自動車やバイクを運転する方へ 
○  夜間は特に速度を抑えて走行しましょう。 

○  夕暮れ時は早めにライトを点灯するとともに 

上向きライト（ハイビーム）を活用しましょう。 

 

 自転車を運転する方へ 
○  自転車は車両です。自動車と同じように交通ルール 

を守らなければいけません。 

○  夜間は必ずライトを点灯するとともに、反射板を 

活用しましょう。 

 

 歩行者の方へ 
○  夜間に外出する際は、反射材や LEDライトを活用 

して自分の存在を車両に見てもらえるようにしましょう。 

○  道路横断時は安全を確認し、信号のある横断歩道を 

渡りましょう。 
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